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新潟市福祉有償運送運営協議会運営指針 

 

 新潟市福祉有償運送運営協議会運営指針 

目  

的 

 本指針は、ＮＰＯ法人等による福祉有償運送（以下「福祉有償運送」という。）に係る

道路運送法 ((昭和２６年法律第１８３号)以下「法」という。)第７９条による登録（以

下「７９条登録」という。）申請に先立ち必要とされる、新潟市福祉有償運送運営協議会

（以下「新潟市運営協議会」という。）における協議事項に関する方針を定めることで、

登録申請団体からの協議を円滑に行うことを目的とする。 

 

運 

 

送 

 

主 

 

体 

⑴ 他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシ

ーその他の公共交通機関を利用することが困難な者を対象として、福祉有償運送を実

施しようとする団体（以下「実施主体」という。）は、営利を目的としない団体であり、

当該福祉有償運送を行うことが、団体の目的の範囲内であることを条件とする。 

 

【新潟市と実施主体間での事前調整】 

  実施主体は、登録申請に伴い、新潟県に提出すべき書類の一切を事前に用意し、新

潟市に対して提出しなければならない。（様式第１号（更新登録申請の場合は様式第１

－２号、変更登録申請の場合は様式第１－３号）及び新潟県へ提出する様式の全て） 

 

⑵ 営利を目的としない団体とは、次のとおりとする。 

・市町村 

・特定非営利活動促進法(平成１０年法律第７号)第２条第２項に規定する特定非営利

活動法人 

・一般社団法人又は一般財団法人 

・（地方自治法に規定する）認可地縁団体 

・農業協同組合 

・消費生活協同組合 

・医療法人 

・社会福祉法人 

・商工会議所 

・商工会 

・営利を目的としない法人格を有しない社団 
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運 

 

送 

 

の 

 

対 

 

象 

 

等 

 

 

 

 

・ 福祉有償運送の対象者は、次に掲げる者のうち、他人の介助によらずに移動するこ

とが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用する

ことが困難な者（以下「移動制約者」という。）であって、あらかじめ会員登録された

者(以下「利用会員」という。)又は観光旅客その他の新潟市を訪問する者、及びそれ

らの付添人とする。 

ア 身体障害者福祉法(昭和２４年法律第２８３号)第４条に規定する身体障がい者 

イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和２５年法律第１２３号)第５条

に規定する精神障がい者 

ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和３５年法律第１２３号)第２条第４号

に規定する知的障がい者 

エ 介護保険法(平成９年法律第１２３号)第１９条第１項に規定する要介護認定を

受けている者 

オ 介護保険法第１９条第２項に規定する要支援認定を受けている者 

カ 介護保険法施行規則(平成１１年厚生省令第３６号)第１４０条の６２の４第２

号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者 

キ その他肢体不自由、内部障がい(人工透析を受けている場合を含む。)、精神障が

い、知的障がい、難病(難治性疾患克服研究事業対象疾患及び関節リウマチ)、及び

発達障がい、自閉症、学習障がいを含むその他の障がいを有する者 

 

【対象者の判断】 

実施主体は、利用会員の氏名、住所及び運送を必要とする理由、その他必要な事項

を記入した利用会員名簿(様式第１５号、様式第１５－２号)を用意しなければならな

い。 

実施主体が、移動制約者の会員登録を行う場合には、その障がい又は疾病等を証す

る書類（介護保険証、身体障害者福祉手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳のほか、

難病患者等にあっては公費負担助成決定通知書又は医師の診断書等の写し）及びその

障がい等の状況等を確認し、移動制約者であるという状況把握等をしたうえで、利用

会員名簿に登録しなければならない。 

  実施主体は、新潟市及び新潟市運営協議会から利用会員名簿の閲覧の要求があった

場合には、閲覧に応じなければならない。 

  なお、新潟市は、事前調整の段階で、必要に応じて障がい又は疾病等を証する書類

を求めるなど、対象者を本指針に沿って厳格に確認するものとする。 

 

【対象者の住所地について】(別図「運送の対象等の整理」参照) 

・ 居住地主義を原則とするが、長期入院等の状態にある市外人の取扱いは新潟市運

営協議会による協議を要する。 

・ なお、他市町村を所在地とする実施主体が、新潟市民を対象に、新潟市に発地又

は着地のいずれかがある福祉有償運送を提供する場合は、新潟市運営協議会による

協議を経る必要がある。 

 



 3

運
送
の
形
態
等 

⑴ 運送の区域 

  福祉有償運送の発地又は着地のいずれかが、新潟市にあることを要するものとする。 

 

⑵ 複数乗車 

  福祉有償運送は、ドア・ツー・ドアの個別輸送を原則とするが、透析患者の透析の

ための輸送、知的障がい者、精神障がい者の施設送迎等であって新潟市運営協議会が

必要と認めた場合には、１回の運行で複数の利用会員を運送すること(以下「複数乗車」

という。)ができるものとする。 

 

⑶ 事業者協力型自家用有償旅客運送 

一般旅客自動車運送事業者が運行管理及び車両の整備管理を行う、事業者協力型自

家用有償旅客運送を実施することができるものとする。 

 

使 

 

 

用 

 

 

車 

 

 

両 

⑴ 福祉有償運送にあっては、次の車両(運行委託先の事業者が保有する事業用自動車を

含み、乗車定員１１人未満の自動車であって、福祉有償運送を実施する間、申請者が

使用権原を有するものに限る。以下「使用車両」という。)を使用するものとする。 

ア 寝 台 車：車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車 

 イ 車いす車：車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車で

あってスロープ又はリフト付の自動車 

 ウ 兼 用 車：ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車 

 エ 回転シート車：回転シート(リフトアップシートを含む。)を備える自動車 

 ※ なお、上記アからエの自動車（以下「福祉車両」という。）については、メーカー

装備を基本とし、各団体において同様の設備を独自に施す場合には、車検完了を条

件とする。 

オ セダン等(貨物運送の用に供する自動車を除く。以下「セダン車両」という。) 

実施主体は、原則として、福祉車両を１台以上備えるものとする。 

ただし、精神障がいや知的障がい等といった利用会員の特性により、福祉車両を

配備する必要がない場合は、上記オに掲げるセダン車両のみを利用会員数や利用状

況に応じた適正な車両数で使用することができる。 

なお、運行委託先の事業者が保有する事業用自動車の持込みは、以下に留意して

行うものとする。 

・ 運送事業における事業計画及び運行計画に定めるところに従い行う業務に支障の

無い範囲であること。 

・ 自家用自動車を使用して行う自家用有償旅客運送を補完するものであること。 

・ 登録を受けた運送者は、様式第２－６号に定める前年４月１日から当年３月３１

日までに運行委託先の事業者が保有する事業用自動車の持込み使用実績を毎年５月

３１日までに新潟県知事に報告すること。 
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⑵ 使用権原 

使用する車両の使用権原(所有権、賃借権等の使用権)は、実施主体が有するものと

する。 

当該車両の自動車検査証の使用者が実施主体とならない場合にあっては、当該車両

の自動車検査証の使用者と実施主体との間で締結された契約書(様式第１３号)を添

付し協議を受けるものとする。 

なお、当該契約には、福祉有償運送の管理及び運営、特に事故発生、苦情等への対

応について、実施主体が責任の一切を負うことが明確に記されている必要がある。 

また、利用会員に対しては、事故発生時及び苦情等の対応に係る実施主体の責任者

及び連絡先がわかるよう表示する必要がある。 

 

⑶ 車両の表示等 

福祉有償運送のサービス実施時においては、外部から容易に識別できるよう使用車

両の車体両側面に７９条登録を受けた車両である旨を表示(実施主体の名称、「有償運

送車両」の文字、登録番号、縦横５０㎜以上の文字でステッカー、マグネットシート

等による横書き)しなければならない。 

実施主体においては、使用する車両の型式、自動車登録番号及び初度登録年、損害

賠償措置、関係する設備又は装置その他必要な事項を記入した自動車登録簿(様式第 

１２号)を作成し、適切に管理しなければならないものとする。 

  実施主体は、新潟市及び新潟市運営協議会から自動車登録簿の閲覧の要求があった

場合には、閲覧に応じなければならない。 

 

運 

 

転 

 

者 

 

の 

 

要 

 

件 

⑴ 運転者は、道路交通法(昭和３５年法律第１０５号)に規定する普通第２種運転免許

を受けており、かつ、その効力が停止されていない者又は同法に規定する第１種運転

免許を受けており、かつ、その効力が過去２年以内において停止されていない者であ

って、次に掲げる要件のいずれかを備える者とする。なお、運転者の上限年齢の目安

は概ね７０歳とする。 

ア 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。 

 イ アに掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えているこ

と。(例：ケア輸送サービス従事者研修) 

 

⑵ セダン車両を使用して福祉有償運送を行う場合にあっては、運転者は⑴に規定する

要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える者であるか、又は同様の要件を備えた

者が同乗しなければならない。 

 ア 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和６２年法律第３０号)第４２条第１項の介護福

祉士の登録を受けていること。 

 イ 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。 

 ウ イに掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えているこ

と。(例：ケア輸送サービス従事者研修，ヘルパー資格研修) 
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【特例措置】 

上記⑴⑵の講習等にあっては、申請時に講習等が未了であっても、６ケ月以内に確

実にこれらの講習等を修了できる計画がある場合には、新潟市運営協議会において協

議できるものとする。 

 なお、登録申請にあたっては、講習等を修了している運転者のみ申請できるものと

する。 

 

 

 

損

害

賠

償

措

置 

⑴ 福祉有償運送に使用する全ての車両は、以下の要件を全て満たす任意保険又は共済

に加入していなければならない。 

  なお、搭乗者傷害を対象に含むものに限る。 

・損害賠償限度額が対人無制限、対物５００万円以上であること。 

・実施主体の法令違反が原因の事故について免責となっていないこと。 

 ・期間中の支払額に制限がないこと。 

 

⑵ 当該保険の加入者が実施主体とならない場合にあっては、加入する任意保険等が、

福祉有償運送提供時の事故等を補償の対象としない場合も想定されることから、実施

主体は、契約書等を確認するなど、福祉有償運送提供時の補償措置を確保しなければ

ならない。 

 

運 

 

 

送 

 

 

の 

 

 

対 

 

 

価 

⑴ 福祉有償運送の対価については、平成１８年９月１５日付け国自旅第１４４号通達

に定める運送の対価(距離制、時間制、定額制運賃)と運送の対価以外の対価(迎車料、

待機料、その他の料金)のともに実費の範囲内であり、かつ、営利を目的としていると

認められない妥当な範囲内であることを原則とする。 

対価の算定方法については、合理的な方法により定められ利用者にとっても明確で

あること。 

 ア 運送の対価 

  ・ 運送の対価は、地域の特性等を勘案しつつ営利に至らない範囲において設定さ

れるものであること。 

    その具体的な算定方法については、距離制・時間制によるものなどいずれの方

法も実施主体において選択できるが、新潟市域における一般乗用旅客自動車運送

事業の上限運賃額の概ね２分の１を運送料金の徴収限度額の目安に定めるものと

する。 

    なお、運送料金の比較にあたっては、同様の車種で比較するとともに、割引や

割増が行われている場合には、これを勘案のうえ比較することを原則とする。 

 イ 運送の対価以外の対価 

  ・ 迎車料については、運送の対価との合計が新潟市域における一般乗用旅客自動

車運送事業の上限運賃額の概ね２分の１の範囲内であること。 

  ・ 待機料については、新潟市域における一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃
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額の概ね２分の１の範囲内であること。 

  ・ その他の料金(乗降介助料、添乗料、ストレッチャー・車いす使用料等)につい

ては、その金額が、提供されるサービスの具体的な内容、他団体における同様の

サービス等と比較し、高額でないと認められる範囲内であること。 

 ※ 専ら実施主体の活動の維持・運営に当てられる会費等については、原則対価には

含めないものとする。 

 

⑵ 複数乗車の対価については、利用会員１人ずつから収受する対価が明確に定められ

ており、かつ、自動車の最大乗車定員又は平均乗車人数(平均乗車人員が算出できる

場合)で走行した場合における対価の総額が、同一距離又は時間を運行した場合にお

ける新潟市域の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額の概ね２分の１の範囲内

であること。 

 

⑶ 実施主体は、その業務の開始前に、利用会員から収受する対価を定め、これをその

事務所において公衆に見やすいように掲示し、又はあらかじめ、利用会員に対し書面

の提示その他適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様

とする。 

 

管  

 

 

理 

 

 

運 

 

 

営 

 

 

体 

 

 

制 

実施主体は、運送の安全及び利用会員の利便を確保するため、次に定める運行管理や

整備管理、事故や苦情に関する対応などの事項を順守しなければならない。 

 

【運行管理業務】 

⑴ 運行管理責任者の選任 

 ア 実施主体は、運行管理責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行うこと。 

  イ 運行管理責任者の選任にあたっては、道路運送法施行規則((昭和２６年運輸省令

第７５号)以下「規則」という。)第５１条の１７第２項に定める要件(事業者協力

型自家用有償旅客運送を行う事務所にあっては、法第２３条第１項に定める要件)

を満たさなければならない。 

    運行管理責任者がやむを得ず不在となる場合は、予め運行管理を代行する者を定

め、適切な運行管理の実施を確保するものとする。 

    また、事業者協力型自家用有償旅客運送にあっては、運行管理責任者は当該協力

事業者の運行管理者でなければならないものとする。 

⑵ 運行管理責任者の業務 

 運行管理責任者は、次に掲げる業務を行うこと。 

 ア 運転者要件の順守 

  ・ 新潟市運営協議会運営指針に定めた運転者要件を備えない者に使用車両を運転
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させないこと。 

  ・ 運転者に対し規則第５１条の１６第２項の規定により適性診断を受けさせるこ

と。 

イ 点呼 

  ・ 乗務前後の運転者に対して、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転

をすることができないおそれの有無を確認し、運行の安全を確保するために必要

な指示を与え、運転者ごとに確認を行った旨及び指示の内容を記録し、かつ、そ

の記録(参考様式３)を１年間保存すること。 

・ 乗務前後の運転者に対して行う確認、指示は対面により実施すること。対面で

の確認が困難である場合（運転者が自宅から直接出発地へ向かう場合など）には、

電話により必要な確認、指示を確実に実施できる体制を整備し実施すること。 

なお、事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合にあっては、上記の方法だ

けでなく、当該協力事業者が輸送の安全の確保の観点で適当と認めた方法により

確実に実施されるよう適切な措置を講ずるものとする。 

・ 運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと。 

  ・ アルコール検知器を常時有効に保持すること。 

ウ 乗務記録 

・ 運転者に対し速やかに乗務記録(参考様式４)を作成・提出させ、かつ運転者ご

とに整理して１年間保存すること。 

エ 運転者台帳及び運転者証 

・ 運転者の氏名、住所、生年月日、運転免許の種別等、交通事故等道路交通法違

反に係る履歴、安全運転に係る講習等の受講歴、その他必要事項を記入した運転

者台帳(参考様式５)を作成し、運転免許証の写し(講習等の受講者にあっては、当

該講習等の修了証を含む。)を添付したうえで、これを事務所に備えて置くこと。 

・ 運転者が運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳

に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを２年間保存すること。 

・ 運転者を乗務させるときは、規則で定めた事項を記載し、かつ、当該運転者の

写真をはり付けた運転者証(参考様式６)を作成し、これを利用会員に見やすいよ

うに表示し、又は当該自動車内に掲示しなければならない。 

 ※ 実施主体は、新潟市及び新潟市運営協議会から運転者台帳の閲覧の要求があった

場合には、閲覧に応じなければならない。 

オ 事故記録 

  ・ 使用車両に係る事故が発生した場合には、事故の記録(参考様式１)を作成し、

その記録を事務所において２年間保存すること。 
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カ 研修及び指導監督 

  ・ 運転者に対し、計画的に安全運転研修等を実施し、整備管理責任者等と協力を

して運行の安全確保に努めるとともに、運転者に対して安全運転を遂行するよう

指導監督すること。 

 

【整備管理業務】 

⑴ 整備管理責任者の選任 

  実施主体は、使用車両の点検及び整備の適切な実施を確保するため、整備管理責任

者の選任その他整備管理の体制の整備を行うこと。 

  また、事業者協力型自家用有償旅客運送にあっては、整備管理責任者は、当該協力

事業者が選任する者でなければならないものとする。 

 

⑵ 整備管理責任者の業務 

 整備管理責任者は、次に掲げる業務を行うこと。 

ア 日常点検 

  ・ 自動車の安全運行を確保するため、その運行の開始前に、点検基準(参考様式７)

による日常点検を自ら実施するか、又は乗務する運転者に実施させること。 

イ 定期点検整備 

・ 自動車の安全運行の確保と経済的使用を図るために定期点検整備計画を立てて

確実に点検を実施すること。 

ウ 点検整備記録の保存管理 

  ・ 点検整備の実施結果を点検整備記録簿として保存管理すること。 

 

【事故に関する対応】 

⑴ 事故対応責任者の選任 

 実施主体は、事故対応責任者の選任その他連絡体制の整備を行うこと。 

⑵ 事故対応責任者の業務 

 事故対応責任者は、次に掲げる業務を行うこと。 

ア 事故発生時の対応についての教育指導 

   運転者に対して車両運行中に万一事故が発生した場合の対応事項について、次の

とおり周知徹底を図ることとする。 

  ・事故の続発を防ぐための処置を講じること。 

  ・死傷者のあるときには、速やかに応急手当その他の必要な措置を講じること。 

  ・警察署等に報告し、指示を受けること。 

  ・事故対応責任者に緊急連絡をして指示を受けること。 

イ 事故発生時の対応 

運転者その他の者から事故が発生した旨の連絡を受けたときは、次のとおり措置
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を講じることとする。 

  ・直ちに事故の続発防止、負傷者の救急等所要の措置を講じるよう指示すること。 

  ・軽微な事故を除き必ず現場に急行し、発生状況等原因を調査すること。 

  ・できる限り目撃者、相手方の意見を聴取すること。 

 ・人身事故(搭乗者を含む)及び重大な物損事故等については、速やかに新潟市及び

新潟県に連絡するとともに書面(参考様式１)により新潟市に報告すること。 

 

【苦情に関する対応】 

⑴ 苦情処理責任者の選任 

  実施主体は、苦情処理責任者の選任その他苦情処理体制の整備を行うこと。 

 

⑵ 苦情処理責任者の業務 

  苦情処理責任者は、利用会員等からの苦情及び苦情に関する情報を受けたときは、

苦情処理簿(参考様式２)に記録するとともに、次のとおり措置を講じることとする。 

  なお、苦情処理簿は、整理して１年間保存すること。 

 ・苦情の内容を調査し、改善に向けた対応を図ること。 

 ・改善に向けた解決策を検討し、必要に応じてその結果を利用会員等に回答するこ

と。 

 ・制度に関わる苦情及び他の実施主体にも影響のある苦情等については、上記書面

により速やかに新潟市に報告すること。 

 

⑶ 新潟市の対応 

  新潟市は、利用会員等から苦情及び苦情に関する情報を受けたときは、次のとおり

措置を講じることとする。 

  ・利用会員等からの苦情及び苦情に関する情報を苦情処理責任者に連絡すること。 

  ・改善に向けた解決策の実現に向けての相談に応じること。 

 

【許可後の指導】 

新潟市は、実施主体又は利用会員等から、事故や苦情といった管理運営体制に関す

る報告等を受けたときは、実施主体に対して指導、助言を行うことができる。 

また、必要に応じて新潟市運営協議会に報告することとする。 
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実 

 

績 

 

報 

 

告 

・ 新潟市は、適正な運行が確保されるよう、実施主体に対し報告を求めるとともに、

必要に応じて当該福祉有償運送の改善を指導できる。 

  なお、改善指導を行った場合については、その指導内容を新潟市運営協議会へ報告

することとする。 

 

【実績報告の提出方法】 

 実施主体は、登録後、毎年四月を始期とする各四半期終了後の翌月最終日までに、最

新の利用会員名簿(様式第１５号、様式第１５－２号)、当該四半期の乗務記録簿(様式第

１７号)、事故の状況(様式第１８号)、苦情の状況(様式第１９号)、その他実施上の変更

等について、新潟市に書面(様式第１６号)を付して報告することとする。 

 また、前年度の輸送実績を毎年５月３１日までに新潟県知事に報告しなければならな

い。 

 

法

令

順

守 

・ ７９条登録の適用を受けようとする者は、法第７９条の４第１号から第４号までの

欠格事由に該当する者でないことを要する。 

そ

の

他 

・ 新潟市運営協議会は、７９条登録の申請に先立つ協議の結果について、当該実施主

体に書面(様式第２－５号)により通知するものとする。 

  

   附 則 

 この指針は、平成１８年１２月１４日から施行する。 

 平成２０年１２月１日(一部改正) 

 平成２７年７月３０日（一部改正） 

 令和２年６月２９日（一部改正） 

 令和３年１１月９日（一部改正） 

令和５年１１月２１日（一部改正） 

 



【運送の対象等の整理】

基本原則
１．運送の対象＝居住地主義（新潟市民を対象）

別図

１．運送の対象＝居住地主義（新潟市民を対象）
　２．運送主体の所在地で差は生じない

　 他市町村を所在地とする実施主体が，新潟市民を対象に，新潟市に発地又は着地のいずれかがある福祉有償運送を
提供する場合は，新潟市運営協議会による協議を経る必要がある。

別図

 発地・着地

　　　　　例 新潟市内の病院から
新潟市内のスーパー

入院しているA市内の
病院から新潟市の自

A市内の病院で診察
を受け新潟市へ戻る

A市内の病院を退院A市内の病院に通院
A市内の病院からA市
内のスーパーを往復す

新潟市内
往復（発着）

A市内
往復（発着）

新潟市発
（片　　道）
A市着

A市
（往　　復）
新潟市

新潟市
（往　　復）

A市

A市発
（片　　道）
新潟市着

別図

運送の対象 運送主体

新潟市業者 ○ × ○ ○ ○ ×

A市業者 ○ × ○ ○ ○ ×

新潟市民で
ある会員

新潟市内のスパ
を往復する

病院から新潟市の自
宅にとんぼ帰りするを受け新潟市へ戻る

A市内の病院を退院A市内の病院に通院内のスパを往復す
る

別図

A市業者 ○ × ○ ○ ○ ×

新潟市業者 × ● ● ● × ●

A市業者 × ● ● ● × ●

A市民であ
る会員

● ● ● ●

※凡例 ○　新潟市運営協議会による協議を経る必要がある
●　A市運営協議会による協議を経る必要がある
×　国のガイドラインでは想定していない輸送

要協議事項要協議事項
　　　　　・居住地主義を原則とするが，長期入院等の状態にある市外人の取扱いは運営協議会による協議を要するる



運転者の要件（上限年齢）の緩和措置について 
 
１ 運営指針について 
 
  新潟市福祉有償運送運営協議会運営指針の「運転者の要件」（１）において，「運転者の上限年

齢の目安は概ね 70 歳とする」と記載有。 

これまでの検討の経過や協議会での議論をふまえ，利用者の安全を第一に考えて作成されたこと

から，運営指針については変更しないこととする。 

 

２ 現在の運用について 
 

  過去の運営協議会で「概ね 70 歳」の解釈について，慣行として 70 歳までは可，71 歳の誕生日

を迎えたら運転者としての登録から外すとされたことから，「概ね 70歳」とは「満 71 歳の誕生日

を迎えるまで」としている。 

 

３ 今後の運用について 
 

運転者の確保に苦慮する事業所の状況を鑑み，満 70 歳の運転者について，下記（１）～（５）

の全てを満たす場合は，（２）の適齢診断受診日から 3 年後の受診日前日まで運転者として登録で

きることとする。ただし，これは 1 回限りの緩和措置で，速やかに後任の運転者を見つけること

を前提とし，後任が見つかり（１）に該当しなくなった場合，直ちに登録から外し，運転を行わ

ないこととする。 

   

 （１）運転者の後任が見つからず，運転者が従事しない場合，事業の運営に支障がある。 

 （２）運転者に対し，満 71 歳の誕生日を迎えるまでに，独立行政法人自動車事故対策機構等が実

施する適齢診断を受診させ，診断票の写しを事務局に提出する。 

 （３）運行管理の責任者に対し，運転者が（２）の適齢診断を受診後，事業所向けに発行される

指導要領をもとに，当該運転者の安全な運行を確保するための指導及び助言を行わせる。 

 （４）運転者が運転に支障を及ぼすおそれのある一定の症状を有する病気等の治療中ではないこ

とを確認の上，このような疾患が見つかった場合は直ちに運転業務を停止させることとし，

誓約書（様式第２０号）を事務局に提出する。 

 （５）（２）の診断票の写し及び（４）の誓約書は，満 71 歳の誕生日を迎えるまでに事務局に提

出する。 

 

４ 開始時期について 
  

  平成 31 年 3 月 12 日から上記３の運用を開始する。 

 

５ 協議会への報告について 
   

  団体が緩和措置の適用を希望する場合は，事務局で診断票の写し及び誓約書を確認し，緩和措

置の適用を開始した日（＝適齢診断受診日）の含まれる四半期実績報告時に事務局より報告する。 



運営指針における安全な運転のための確認について 

   

  １ 運営指針について 

     

    安全な運転のための確認については、新潟市福祉有償運送運営協議会

運営指針の「管理運営体制」(2)運行管理責任者の業務 イ 点呼 に記載

のとおりだが、令和 2年 6月 29 日付で一部改正し、対面での確認が困難

である場合を「運転者が自宅から直接出発地へ向かう場合など」と定義

する。 

 

  ２ 今後の運用について 

    

    運営指針に加え、事業所の実情に応じ、以下のとおり輸送の安全の確

保に努めることとする。 

 

（１）運行管理責任者または代務者が、事業所で出発前に対面で確認・指

示をする際に、アルコール検知器を使用して、運転者が酒気帯びで

なく、運転者の呼気からアルコールが検知されないことを確認する

など、輸送の安全の確保に努めること。 

   

（２）対面での確認が困難である場合には、運行管理責任者または代務者

が電話での確認・指示の際に、携帯型のアルコール検知器を使用し

て、運転者が酒気帯びでなく、運転者の呼気からアルコールが検知

されないことを確認した報告を受けるなど、輸送の安全の確保に努

めること。 

 

（３）電話での確認・指示の際は、IT 機器を活用したテレビ電話等で、映

像・音声・データ等により可能な限り対面に近い精度で行うことが望

ましい。（平成 30 年 4 月 自家用有償旅客運送ハンドブック参照） 

 

  ３ 開始時期について 

  

    令和 2年 6月 29 日から上記２の運用を開始する。 


